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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって，JIS C 0364-7-702:2000 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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低圧電気設備－第 7-702 部：特殊設備又は特殊場所

に関する要求事項－水泳プール及び噴水 
Low-voltage electrical installations- 

Part 7-702: Requirements for special installations or locations- 
Swimming pools and fountains 

 
序文 

この規格は，2010 年に第 3 版として発行された IEC 60364-7-702 を基に，技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格の要求事項は，JIS C 60364 規格群に対して水泳プール及び噴水に関する要求事項を追加，変更

又は置き換えるものである。 

箇条番号の付け方は，JIS C 60364-1 の様式“表 A.1（JIS C 0364，JIS C 60364 規格群の番号体系）及び

表 A.2［JIS C 0364，JIS C 60364（低圧電気設備）規格群の構成］”に従っている。この規格を示す固有番

号（702）に続く番号が，採用する JIS C 60364 規格群の箇条番号を示している。 

この規格では，JIS C 60364 規格群の要求事項を適用し，例えば，この規格の 702.4（安全保護）は，JIS 

C 60364-4 規格群の要求事項にこの規格の 702.4 に規定している要求事項を追加又は変更して適用するこ

とを意味している。 

702 水泳プール及び噴水 

702.1 適用範囲 

この規格の要求事項は，次の場所の電気設備に対して適用する。 

－ 水泳プール及び子供用プールの水槽並びにそれらの周囲の区域 

－ 自然の湖水地域，人造湖及び海岸並びにそれに類する場所であって，特に水泳，水遊び及び類似の目

的のために人が立ち入ることが予期される場所，並びにそれらの周囲の区域。自然の湖水地域，人造

湖及び海岸並びにそれに類する場所のような地域は，水泳プールとみなす。 

－ 噴水池及びそれらの周りの区域 

注記 1 これらの地域においては，通常の使用時に，人体の電気抵抗の減少及び大地電位のある人体と

の接触によって感電の危険が増大する。この規定は自然の湖水地域，人造湖及び海岸並びにそ

れに類する場所における電気設備の設置が，プールにおける場合と同様に感電の危険が増大す

ることを述べたもので，必ずしも区域の設定などプールに関する規定をそのまま適用すること


